
 

船舶事故調査報告書 

平成２８年９月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年１０月３０日 ０６時３０分ごろ 

発生場所 長崎県壱岐市長島西方沖 

 壱岐長島灯台から真方位２７０°１,５００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°４３.４′ 東経１２９°３６.８′） 

事故の概要 漁船３７安栄
やすえい

は、南進中、また、漁船尊
そん

徳
とく

丸は、はえ縄漁を行いな

がら北東進中、両船が衝突した。 

３７安栄は、錨台に曲損等を生じ、また、尊徳丸は、船員室左舷側

壁の破損等を生じた。 

事故調査の経過 平成２８年５月１８日、調査を担当する主管調査官（門司事務所）を

指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 ３７安栄、１９トン 

    ＮＳ２－２３２４８（漁船登録番号）、有限会社安栄水産 

Ｂ 漁船 尊徳丸、９.１トン 

   ＮＳ２－１５６７４（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 錨台に曲損等 

Ｂ 船員室左舷側壁に破損、オーニングの支柱に曲損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向  北、風力  １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 

 

Ａ船は、まき網船団の灯
ひ

船
ぶね

兼運搬船で、船長Ａほか１人が乗り組

み、漁獲物を積み、約１１ノット（kn）の対地速力で自動操舵によ

り、水揚げする港に向けて南進していた。 

船長Ａは、操舵室の椅子に腰を掛け、約９時間に及ぶ操業と操業後

に続けて行っている当直の疲れから、眠気を感じながら単独で当直を

続けるうち、居眠りに陥り、衝突の衝撃で目が覚めた。 

Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、うなぎはえ縄漁の投縄作業を

行いながら、約１.１kn の対地速力で北東進中、船長Ｂが、左舷方約

１海里（Ｍ）にＡ船を視認した。 

船長Ｂは、Ａ船がＢ船を避ける様子もなく接近してきたので、漁具

を捨て、前進側に増速を始めた直後、Ｂ船の左舷船尾部にＡ船の船首

部が衝突した。 

Ｂ船は、鼓形形象物１個を掲げていた。 



 

分析 Ａ船は、船長Ａが居眠りに陥ったことから、Ｂ船に気付かずに航行

したものと考えられる。 

船長Ａは、操業等の疲れから眠気を感じたものの、椅子に腰を掛

け、自動操舵として単独で見張りを続けたことから、居眠りに陥った

ものと考えられる。 

船長Ａは、約９時間の操業及び操業後に続けて当直を行っていたこ

とから、疲れていたものと考えられる。 

Ｂ船は、鼓形形象物１個を掲げて投縄作業中、船長Ｂが、左舷方約

１ＭにＡ船を認め、その後Ａ船がＢ船を避ける様子もなく接近を続け

たので、漁具を捨てて前進側に増速したものの、Ａ船と衝突したもの

と考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船の船長Ａが居眠りに陥ったため、Ａ船が漁ろうに従

事中のＢ船に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 


